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「総合体育館プールキャッシュレス券売機導入」に関する質疑応答集 

 

小野市教育委員会スポーツ振興課 

 

01.要件一覧№8 券売機 タッチパネル 

 【質問】券売機と、ＰＯＳレジで全ての商品を販売するという認識で

よろしいですか。 

 

【回答】全ての商品を販売したいと考えています。 

02. 要件一覧№33 ＰＯＳレジ 決済 

 

 

【質問】セルフレジとは、現金やキャッシュレスの支払いはセルフで

行い、商品選択等の操作はスタッフが行うという認識でよろしいで

すか。 

 

【回答】お見込のとおりです。 

03. 実施要領 ５．スケジュール 

  【質問】デザインサンプルの提出時期について 

 

 【回答】参加資格審査結果の通知後、提案書提出締切の令和５年 

１２月１１日（月）までとします。 

 

04. 実施要領 １１．審査 （２）ヒアリングの実施方式 

 【質問】ヒアリングの参加者について 

製品に詳しい別部署の者、協力会社の者が参加することは可能か。 

また、以上の者がオンラインで参加することは可能か。 

 【回答】貴社に属する方であれば、部署の別に関係なく参加いただ

けます。提案内容を説明できる方のご参加をお願いいたします。そ

のような観点から協力会社の方につきましても参加を制限しており

ませんが、協力会社の参加がある場合、「参加の目的（具体的製

品、説明部分など）、参加会社名」について事前にお申し出願いま

す。 
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05. 要件一覧№42 ＰＯＳシステム 集計機能 

 【質問】キャッシュレス決済ブランド別の集計単位について、施設

全体の決済ブランド別の集計はできるが、「総合体育館アリーナ全

面」などメニュー単位での集計まではできない。必須要件を満たす

との認識で良いか。 

【回答】お見込のとおりです。必須要件として施設全体の決済ブラ

ンド別の集計機能を想定しています。 

06. 要件一覧№42 ＰＯＳシステム 集計機能 

 【質問】キャッシュレス決済ブランド別の集計単位について、施設

全体の決済ブランド別の集計はできるが、「総合体育館アリーナ全

面」などメニュー単位での集計まではできない。必須要件を満たす

との認識で良いか。 

【回答】お見込のとおりです。必須要件として施設全体の決済ブラ

ンド別の集計機能を想定しています。 

07. 実施要領 ７.参加資格 

 【質問】協力会社は小野市の物品・役務の提供等登録業者名簿への

登載が必要か。 

 【回答】協力会社の本市物品・役務等登録業者名簿への登載は不要

です。ただし、当該名簿に登載されていない協力会社の登記簿

（写）の提出が必要となります。また、本市と登録業者の間で契約

が必要な場合は、当該名簿への登載が必要となります。（実施要領

９（２）提出書類のとおり） 

08. 仕様書 ３.業務内容（１） 

 【質問】「ＰＯＳレジ（セルフレジ機能を有するものに限る）」と記

載があるが、ドロアではなく、釣銭釣札機を含む機器構成との認識

で間違いないか。 

 【回答】お見込のとおりです。 

09. 仕様書 ３．業務内容（１） 

 【質問】「ＰＯＳレジ（セルフレジ機能を有するものに限る）」と記

載があるが、職員にて操作、利用者にて支払いを行う対面セルフ方

式で間違いないか。 

【回答】お見込のとおりです。（質問 02と同様） 
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10. 仕様書 ４．キャッシュレス決済対応券売機調達の仕様等（２）（ア） 

 【質問】キャッシュレス決済対応券売機について、万券機（千円・

二千円・五千円・一万円が使用可能）と千円機（千円のみ）どちら

を想定されていますか。 

【回答】万券機を想定しています。なお、収納量については要件一

覧№9対応金種のとおり、現行の収納庫容量量を基準に評価するこ

とを予定しています。 

11. 仕様書 ４．キャッシュレス決済対応券売機調達の仕様等（２）（ウ） 

 【質問】入場ゲートのフラッパー有無について 

【回答】フラッパーなしを想定しております。ただし、管理性に優

れるフラッパー有の機種を提案上限額の範囲内で提案いただける場

合は評価いたします。 

12. 要件一覧№9 券売機 対応金種 

 【質問】「新紙幣・新貨幣」への対応について 

現在政府が予定する７月に新紙幣の流通が開始された場合、納品

後、別途有償の対応となる可能性がある。ご了承いただきたい。 

【回答】了承いたします。 

13. 要件一覧№48 入場ゲート 管理機能 

 【質問】入場券用ＱＲコードは、券売機発券のみ（ＰＯＳレジ発行

不可）でも問題ありませんか。 

【回答】問題ありません。ただし、管理者用ＱＲコードの用意など

により管理者の判断で入場できる仕様としてください。 

 

【質疑応答集作成】 

〒675-1380 兵庫県小野市中島町 531 

小野市教育委員会スポーツ振興課 

電話：0794-63-1000（代表） 

Mail：taiiku@city.ono.hyogo.jp 


